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王子公園再整備にかかる大学設置・運営事業 基本協定書（案） 

 

神戸市（以下「甲」という。）と〇〇（以下「乙」という。）とは、王子公園再整備にかか

る大学設置・運営事業（以下「本事業」という。）の実施について、次のとおり確認し、本

協定を締結する。なお、本事業の実施に向け、甲が行った公募（以下「事業者公募」という。）

の際の「王子公園再整備にかかる大学設置・運営事業者公募要項」（令和４年 12 月。以下

「公募要項」という。）において定義された用語は、本協定において別途の定めのない限り、

本協定においても同様の意義を有する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 本協定は、本事業の円滑な実施を図ることを目的に、本事業に係る基本的事項を定

めるものとし、甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本協定を遵守しなければならない。 

 

（事業用地及び譲渡予定価格） 

第２条 本事業の事業用地（以下「本事業用地」という。）は次のとおりとする。 

所在地 神戸市灘区王子町２丁目１－１のうち  約 3.5ha（概測） 

２ 本事業用地の譲渡予定価格は金 10,000,000,000 円とする。 

  ただし、この譲渡予定価格は、土地譲渡契約締結時に改めて甲の内部手続きを経て承

認された金額をもって正式に決定する。 

３ 甲は、前項により譲渡価格が正式に決定した場合、直ちに乙に書面により通知する。 

 

（キャンパスの設置） 

第３条 乙は、本事業用地に〇〇キャンパスを設置する。 

 

（事業実施計画の履行） 

第４条 乙は、本事業を、甲の承認を受けて定めた事業実施計画（以下「事業実施計画」と

いう。）に基づいて実施しなければならない。なお、本事業の実施においては、甲及び乙

は、互いに必要に応じて協力するものとする。 

 

（事業実施計画の修正・変更） 

第５条 乙は、やむを得ない事由により、事業実施計画を修正・変更する必要が生じた場合、

甲と事業実施計画の修正について協議し、修正・変更後の事業実施計画について甲の承認

を得なければならない。 

２ 甲は、都市計画の変更に関して都市計画審議会より指摘を受けた場合、甲が策定する王

子公園再整備基本計画の見直しが行われた場合等において、事業実施計画の修正・変更が

必要であると判断した場合、乙に対し協議を求めることができるものとし、乙はかかる協
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議に誠実に応じなければならない。協議の結果、事業実施計画を修正・変更する場合、乙

は事業実施計画を修正・変更の上、甲の承認を得なければならない。 

 

（都市計画の変更及び地区計画の策定） 

第６条 乙は、甲が本事業の実施のために行う都市計画の変更及び地区計画の策定につき、

甲から要請を受けた場合は、必要な協力を行わなければならない。 

２ 甲及び乙は、前項の都市計画の変更が行われないこと若しくは都市計画の変更が取り消

されたことにより本事業の実施が不可能となった場合又は事業実施計画に著しい修正・

変更が必要であることが明らかとなった場合、相手方に対して書面により通知すること

により、本協定を解除することができる。 

３ 甲及び乙は、前項の規定により本協定が解除されたことにより生じた損害について、相

手方に賠償を請求できないものとする。 

 

（土地譲渡契約の締結） 

第７条 甲及び乙は、第６条第１項の都市計画の変更及び地区計画の策定、並びに第２条第

２項による正式な譲渡価格の決定がなされた後、甲を売主、乙を買主とする本事業用地に

係る土地譲渡契約を締結するものとする。 

２ 甲及び乙は、第２条第３項の通知が乙に到達した日又は第６条第１項の都市計画の変

更が決定された日のいずれか遅い日から３カ月以内に前項の土地譲渡契約を締結するも

のとする。ただし、甲は、特に必要があると認める場合、土地譲渡契約の締結時期を延期

することができる。 

 

（土地譲渡契約の効力発生） 

第８条 乙は、本事業用地の譲渡につき、市会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により、これを承認する神戸市会の議決を要することを確

認する。 

２ 前条の土地譲渡契約は、前項の議決が得られた時に効力を生じるものとする。 

３ 第１項の議決が得られない場合、甲及び乙は、相手方に対して書面により通知すること

により、本協定を解除することができる。 

４ 前項の規定により本協定が解除されたことにより生じた損害については、甲乙とも、相

手方に請求できないものとする。 

 

（乙の責めに帰すべき事由による解除） 

第９条 甲は、乙に次の各号のいずれかが生じた場合、乙に対して書面により通知すること

により、本協定を解除することができる。 

⑴ 公募要項に定められた規定、又は本協定上の義務に違反した場合 
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⑵ 公募要項に定められた欠格事由に該当した場合 

⑶ 事業者公募における提案内容又は提出書類に虚偽又は重大な誤りがあった場合 

⑷ 破産、民事再生の申し立てがあった場合又は第三者にこれを申し立てられた場合 

⑸ 解散した場合 

⑹ 差押え、仮差押え又は競売の申し立て、公租公課の滞納処分、仮差押命令の執行を受

けた場合 

⑺ 文部科学大臣から乙又は乙が運営する大学に対する行政処分を受けた場合 

⑻ その他、乙に本事業を実施させることが不適当と認める⑴ないし⑺に準じる事由が生

じた場合 

２ 前項により本協定が解除された場合、乙は、第２条第２項に定める譲渡予定価格の 100

分の 10 に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。 

３ 第１項の解除により甲に生じた損害が前項の違約金額を上回る場合、甲は、乙に対し、

前項の違約金と当該損害額との差額を請求できる。 

４ 第１項により本協定が解除されたことにより生じた損害については、乙は、甲に請求で

きないものとする。 

 

（権利義務の譲渡等）  

第 10 条 乙は、本協定上の地位又は本協定により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡

し、担保その他の権利の用に供し、又は承継させてはならない。  

 

（秘密の保持）  

第 11 条 甲及び乙は、本事業又は本協定に関し相手方から秘密として提供を受けた情報に

ついて、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないことを、本協

定により相互に確認する。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りで

はない。 

⑴ 本事業に関連する業務の委託先等に守秘義務を課して開示するもの。 

 ⑵ 甲が神戸市情報公開条例（平成 13年 7月 16 日条例第 29号）等関連する法令等に基

づき開示するもの。 

⑶ その他、法令等により開示が必要とされるもの。 

２ 甲及び乙は、前項ただし書の規定により情報を開示する場合は可能な範囲内で相手方

にその旨を事前に連絡するよう努めるものとし、かつ、情報を開示した後においては速や

かに相手方にその旨を通知しなければならない。  

 

（本協定の変更）  

第 12 条 本協定の規定は、甲及び乙間の書面による合意がなければ変更できないものとす

る。 
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（本協定の有効期間）  

第 13 条 本協定の有効期間は、別途定める場合を除き、本協定締結の日から土地譲渡契約

に基づき本事業用地が甲から乙に引渡される日までとする。 

２ 第７条第２項の期間（同項の定めにより延期された期間を含む）内に土地譲渡契約が締

結されなかった場合には本協定は失効するものとする。なお、土地譲渡契約が締結されな

かったことが乙の責めに帰すべき事由によるときは、本項による本協定の失効について

第９条第２項ないし第４項の規定を準用する。 

３ 本協定の失効後（解除された場合を含む。）も、第９条第２項ないし第４項（乙の責め

に帰すべき事由による解除）、10 条（権利義務の譲渡等）、第 11 条（秘密の保持）、本条

第２項、第 14条（共同事業グループに対する乙の義務）及び第 15 条（管轄裁判所）の規

定の効力は存続する。  

 

（共同事業グループに対する乙の義務） 

第 14 条 乙が共同事業グループの場合、乙は、甲の承認なく、「事業実施計画」で登録した

構成員を変更してはならない。 

２ 前項の場合、乙の代表法人は、構成員が本協定に関して行うすべての行為について、構

成員と連帯して甲に対して責任を負うものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第 15 条 本協定に関して甲と乙との間に生じた紛争の解決は、神戸地方裁判所又は神戸簡

易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（定めのない事項等）  

第 16 条 本協定に定めのない事項やその他必要な事項については、甲乙協議のうえ、定め

るものとする。  

 

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自１通を保有

する。  
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令和 年 月 日 

 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲  神 戸 市 

代表者 神戸市長  久 元 喜 造       

 

 

    

乙   

              


